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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年１月３１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２４年１０月２日（火） １２時２０分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市
あ な ん し

蒲生田
か も だ

岬東方沖 二子碆
ふ た ご ば え

の南西側の水上岩 

蒲生田岬灯台から真方位０８７°３,４００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５０.２′ 東経１３４°４７.２′） 

事故調査の経過  平成２４年１０月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（神

戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーボート はやぶさ、４.０トン 

 ＴＯ３－２１６８５（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.２２ｍ（Lr）×２.７０ｍ×０.９１ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、２０９kＷ、平成１１年４月６日 

Ｂ 漁船 東阿
と う あ

丸、１.８トン 

 ＴＯ３－３０１６５（漁船登録番号）、個人所有 

 ７.９７ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.５８ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、７７kＷ（動力漁船登録票による）、平成元年

９月５日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７６歳 

二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５１年１２月１７日 

    免許証交付日 平成２３年２月２１日 

           （平成２８年４月７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和４９年１１月１４日 

    免許証交付日 平成２０年９月４日 

           （平成２６年５月１６日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 左舷船尾船底に破口を生じて沈没 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａを乗船させ、二子碆の
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 南西側の水上岩北方において、揚錨作業中、平成２４年１０月２日１

２時１０分ごろＡ船の錨とＡ船の西方約１０ｍで錨泊中のＢ船の錨索

が絡索した。 

Ａ船は、当初、水上岩の北方沖約４０ｍで錨泊して船釣り中であっ

たが、１２時００分ごろ錨索が切れ、その後、再投錨したものの、錨

泊位置が錨泊中のＢ船や水上岩と近かったため、揚錨していた。 

同乗者Ａは、揚錨作業に当たっていたが、錨が巻けなくなると同時

にＡ船の西方約１０ｍで錨泊中のＢ船の錨索が緊張したことから、Ａ

船の錨がＢ船の錨索に絡んだと思い、その後、Ｂ船が走錨したことが

分かった。 

Ａ船は、水上岩に接近しそうになったが、機関を使用して航走し、

水上岩を避けることができた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、水上岩北方約４０ｍの所で錨泊

していさき釣りを行っていたところ、走錨したことに気付き、水上岩

北側に乗り揚げそうになったため、直ちに機関を起動した。 

船長Ｂは、Ｂ船の船首前方約１０ｍにＡ船がいたので、このまま前

進するとＡ船と衝突すると考え、水上岩を回避するために左舵一杯と

するとともに、後進とした。 

Ｂ船は、船尾が水上岩を回避しつつあったが、突然、錨索が左舷船

首方に緊張して船尾の左旋回が止まり、引き戻されるような状態で船

尾から水上岩に乗り揚げた。 

Ｂ船は、乗揚後、風浪により船体が水上岩と擦れ、機関室付近の左

舷船尾船底に破口が生じ、浸水して船尾から沈没した。 

船長Ｂは、沈没前に水上岩へ移り、Ａ船に救助された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１.５～２ｍ、潮流 南流 

 その他の事項 Ｂ船は、水深約１８ｍの投錨ポイントに約６０ｍの錨索と７ｍのチ

ェーンを連結した重さ３０kg の唐人錨を投入していた。 

Ｂ船の投錨ポイントは、底質は泥と思われ、錨かきが良く、投錨

後、２～３ｍ移動すると錨が効いた。 

二子碆付近は、岩が多く、良い投錨ポイントは、限られていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ船は、蒲生田岬東方の水上岩北方沖において、錨泊したが、錨泊

中のＢ船や水上岩と錨泊位置が接近していたので揚錨していた際、Ａ

船の錨がＢ船の錨索に絡んだことから、Ｂ船が走錨して水上岩北側に

乗り揚げそうになったので、船長Ｂが、水上岩への乗揚を回避しよう

とし、左舵一杯とするとともに、後進としたところ、錨索が張って水
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上岩方向へ引き寄せられ、Ｂ船が水上岩北側に乗り揚げたものと考え

られる。 

Ａ船の錨が、Ｂ船の錨索に絡まり、Ｂ船の錨を浮かせたことからＢ

船が走錨した可能性があると考えられる。 

Ｂ船は、後進としていたとき、錨に把駐力が生じたか、Ａ船の錨と

Ｂ船の錨索が絡んだ状態でＡ船が航走し、錨索が張った可能性がある

と考えられるが、明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、蒲生田岬東方の水上岩北方沖において、Ａ船が錨泊中の

Ｂ船や水上岩と錨泊位置が接近していたので揚錨していた際、Ａ船の

錨がＢ船の錨索に絡んだため、Ｂ船が走錨して水上岩北側に乗り揚げ

そうになったので、船長Ｂが、水上岩への乗揚を回避しようとし、左

舵一杯とするとともに、後進としたが、錨索が張って水上岩方向へ引

き寄せられ、Ｂ船が水上岩北側に乗り揚げたことにより発生したもの

と考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・錨泊する場合は、他船の錨索と絡まないように船間距離を確保す

ること。 

 

 




